


○ 「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」に
規定する順番にかかわらず、お客様視点に立って、ご質問の多い
（事業者から申込者によく伝えておきたい）事項を中心に作成。

○ 記載量は１枚（Ａ３裏表、半分に折ってＡ４で４頁）を想定し、主
力商品・料金に特化し作成。

○ 重要事項説明すなわち契約に於ける補助ツールである事から、
契約にあたって必読である旨を記載する。

○ 電気通信事業法の範囲外であっても、サービスの利用に不可欠
なもの（例：端末機器）は記載し、他社のサービスであっても、サー
ビスの利用に不可欠な場合はそれも記載。

○ 抜粋モデルは、重要事項説明書の補助的位置付けである事から
一般的な広告とは異なるが、趣旨・文字の大きさ・平易な用語・分か
り易い表記については、「電気通信サービスの広告表示に関する自
主基準」を踏まえる。
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重要事項説明書面抜粋モデル

（携帯電話サービス）
携帯電話サービスは１の事業者との契約で音声やイ

ンターネット接続等複数サービスが提供される事や、
ショップを基点とした１ストップショップという特徴がある。

このため、ご質問の多い（事業者から申込者によく伝
えておきたい）重要な事項を表面で目立つよう配置し
（モデルでは３点） その説明を記載するとともに、裏面

では表面で記載したこと以外の、契約・利用に伴う注
意事項を記載した。
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重要事項説明書面

（光回線サービス）
光回線サービスは、組合せて選択することとなるＩＳＰ

によって料金設定有無のある事や、アクセス回線の種
類がある事など、多種多様なサービス形態である事か
ら、一律的な抜粋モデル作成は見合せる事とする(※)が、
説明書面作成にあたっては、次に挙げたポイントを踏
まえ、ご質問の多い（事業者から申込者によく伝えてお
きたい）事項を抽出し作成されることを望みたい。
(※)なお、殆どのＩＳＰはサービス比較サイト等からのWeb申込みが主である。
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１ サービス提供者

インターネット接続サービスの利用には、インターネット接続会社（ＩＳＰ）及びアクセス回線提供会社と、２つ
の会社との契約が必要となる（一体提供の場合は１社との契約のみとなる）。

事業者は、ＩＳＰ・アクセス回線どちらの商材であるか（或いは一体提供なのか）を、又、他社の料金請求回
収代行を行う若しくは行われる事となる場合はその旨を記載する。

２ アクセス回線の種類

アクセス回線は、敷設する住まいが一戸建てかマンション（集合住宅）か、マンションに於いては配線方式
が光かＶＤＳＬかＬＡＮかでメニューが自動的に定まるが、これ以外にアクセス回線提供会社別プランやＮＧＮ
対応サービスが選択出来る場合はその旨を記載する。

３ サービス料金

提供する商材のサービス料金（ＩＳＰ料又はアクセス回線料・配線料等、月額料金）を記載する。

定額料金・準定額料金（２段階定額を含む。）を選択出来る場合はその内容を、又、最低利用期間がある
場合はその内容を、記載する。

４ 割引料金・セット料金

最低利用期間や２年間等の一定期間契約を前提とした割引料金や、ＩＰ電話サービス・ＴＶサービス等オプ
ションサービス契約をセットにした割引料金を訴求する場合は、その旨を記載する。

又、一定期間契約を前提とした割引料金にあっては、途中解約等によって違約金関連が生ずる場合はそ
の旨を記載する。

５ キャンペーン

申込期間を限定して行うキャンペーンを記載する場合は、申込期間や特典内容、注意事項を記載する。

６ 終端機器の取扱い

サービスの解約やアクセス回線の変更に伴って終端機器（ONU・モデム等）を返却する必要がある場合は、
その旨及び返却の要領・送料負担の有無について記載する。
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